「川口市廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例」に係る窓口相談資料
　令和　　年　　月　　日　

【基本情報】（基本情報を入力してください。区分、品目は○を入力してください。）
	○事業者名
	

	○計画地の
所 在 地
	埼玉県川口市

	○区　分
	
	産業廃棄物収集運搬業（積保え保管を含む。）

	
	
	産業廃棄物処分業　（　　　　　　　　　　）

	
	
	特別管理産業廃棄物収集運搬業（積保え保管を含む。）

	
	
	特別管理産業廃棄物処分業　（　　　　　　　　　　）

	
	
	処理施設　（　　　　　　　　　　）

	○品　目
（産　廃）
	燃え殻
	汚泥
	廃油
	廃酸
	廃アルカリ
	廃プラ類
	紙くず
	木くず
	繊維くず
	動植物性残さ
	動物系不要物
	ゴムくず
	金属くず
	ガラコン陶
	鉱さい
	がれき類
	動物のふん尿
	動物の死体
	ばいじん
	13号廃棄物

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	○品　目
（特　管）
	廃油
	廃酸
	廃アルカリ
	感染性廃棄物
	特定有害産業廃棄物

	
	
	
	
	
	廃ＰＣＢ等
	ＰＣＢ汚染物
	ＰＣＢ処理物
	廃水銀等
	下水汚泥等
	鉱さい
	廃石綿等
	ばいじん
	燃え殻
	廃油
	汚泥
	廃酸
	廃アルカリ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




【参考資料】（事業計画が分かる以下の書類をできる限り添付してください。）
○事業計画地周辺（半径２００ｍ程度）の地図
○事業計画地の平面図（処理施設、保管施設の配置図予定を含む）
○事業計画地の用途地域、面積に関する情報
○建物に関する図面等（既に建築物がある又は建築予定の状況が分かっている場合）
○現在取得している産業廃棄物の許可に関する情報
○処理施設の処理能力（処分業、処理施設設置の場合）

	※他者の産業廃棄物を処理する場合は許可が必要ですが、自己の産業廃棄物であれば許可が不要な場合があります。事前に産業廃棄物対策課へお問い合わせください。



